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「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、ものづくりに対して意欲的に取り組む県内中小企業が、ウィズコロナ・

アフターコロナにおける「新しい生活様式」の定着に資する新技術・製品の開発及び事業化

を行うに当たって要する経費に対し、予算の範囲内において「新しい生活様式」対応技術・

製品開発支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、「新しい生活様式」

で生じた新たな需要への早期参入を実現し、かかる状況下で県内経済をけん引する企業を育

成、コロナ禍でダメージを受けた地域経済の活性化を図ることを目的とし、その交付につい

ては、「福岡県補助金等交付規則」（昭和３３年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）に

よるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象） 

第２条 この補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者のうち、福岡県内に補助事業の主た

る実施場所となる事業所を有し、「新しい生活様式」の定着に資する新技術・製品の開発及び

事業化を行おうとする者とする。 

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者 

（２）中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する組合 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付

対象としないものとする。 

（１）当該交付対象者が、同一の事業内容で県又は他の公的機関から補助金の交付等を既

に受けている又は受けることが確定している事業 

（２）当該交付対象者が、他の事業者の委託を受けて行う事業 

３ 交付対象者は以下に該当しないものとする。 

（１）暴力団又は暴力団員 

（２）暴力団員が事業主又は役員であるもの 

（３）暴力団と密接な関係を有するもの 

 

（補助対象期間） 

第３条 補助対象期間は、交付決定の日から、交付決定に係る県の会計年度の３月１日までと
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する。 

 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の対象となる経費は、別表に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認

めるものとする。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、原則として１件につき５００万円

を上限とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付対象者が、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、

原則として売上高等が前年または前々年同月と比較して１５％以上減少しており、かつ、そ

の後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年または前々年同期と比較して１５％以上減少

することが見込まれる事業者であって、知事が認める場合は、補助金の額を、補助対象経費

の４分の３以内とし、原則として１件につき７５０万円を上限とする。 

 

（補助金の応募申請） 

第６条 本補助金の交付に係る事業に応募申請しようとする者（以下「応募申請者」という。）

は、知事が別に定める期限までに「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る

開発計画書（様式第１号）」（以下「開発計画書」という。）を、次に掲げる書類を添えて知事

に提出しなければならない。 

（１）開発概要説明書（別紙１）及び補足資料 

（２）経費内訳書（別紙２） 

（３）企業概要説明書（別紙３） 

（４）役員名簿（別紙４） 

（５）暴力団排除に係る誓約書（別紙５） 

（６）履歴事項全部証明書（法人の場合） 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書（個人番号不記載のもの）（個人の場合） 

（７）直近の決算書（損益計算書及び貸借対照表等）（法人の場合） 

直近の確定申告書の写し（個人の場合） 

（８）その他、知事が必要と認める資料 
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（審査及び選定） 

第７条 知事は、前条に基づき提出された開発計画書について、県の設置する審査委員会にお

いてその計画内容を審査の上、採択する開発計画書を選定し、その採否結果については、全

ての応募申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 前条の規定により採択の通知を受け補助金の交付を申請しようとする者（以下「交付

申請者」という。）は、「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付申請書」（様

式第２号）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）開発概要説明書（別紙１）及び補足資料 

（２）経費内訳書（別紙２） 

（３）第５条第２項の規定に該当することを証する書類（当該規定の適用を受ける場合） 

（４）その他、知事が必要と認める資料 

２ 知事は、前条の規定による採択の通知において指定する期日までに、正当な理由なく前項

の申請がされない場合は、当該採択を辞退したものと見做すことができる。 

 

（交付の決定） 

第９条 知事は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容及び額につい

て審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、「「新しい生活様式」対応技術・製

品開発支援補助金交付決定通知書」（様式第３号）により交付申請者に通知する。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき

条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。 

 

（補助金申請の取り下げ） 

第１０条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補

助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとす

るときは、交付決定の日から１０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければな

らない。 
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（変更及び中止） 

第１１条 交付の決定を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に

掲げる場合には、速やかに「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助事

業の変更（中止・廃止）承認申請書」（様式第４号）を知事に提出し、その承認を得なければ

ならない。 

（１）補助事業の内容又は経費を著しく変更しようとするとき。 

  ただし、次の場合を除く。 

  イ 補助事業に要する経費が２０％以内の減額となる内容の変更を行う場合。 

  ロ 補助事業に要する経費配分のうち、各区分間の変更であって、少ない方の区分

の金額の２０％を超えない額若しくは３０万円以下の変更をする場合。 

  ハ 補助事業の目的及び遂行に影響を及ぼさない範囲で消耗品等の数量、規格の変

更、機械等の仕様の変更、その他補助事業の軽微な内容の変更を行う場合。 

（２）補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

（３）第５条第２項の規定の適用を受けようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更するこ

とができる。 

３ 知事は、第１項の承認を行った場合は、「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助

金に係る補助事業の変更（中止・廃止）承認通知書」（様式第５号）により補助事業者に通知

するものとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が補助対象期間内に完了することができないと見込まれる

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに「「新しい生活様式」対応

技術・製品開発支援補助金に係る補助事業遅延等報告書」（様式第６号）を知事に提出し、そ

の指示を受けなければならない。 

 

（収益納付） 

第１３条 知事は、補助事業の完了により、補助事業者に相当の収益が生ずると認められた場

合において、規則第５条第２項の規定に基づき、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、

その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることがで
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きる。 

 

（遂行状況の報告） 

第１４条 補助事業者は、知事が指定する期日までに「「新しい生活様式」対応技術・製品開発

支援補助金に係る補助事業遂行状況報告書」（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書の提出） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して１４日以内又は交付決定に係る

県の会計年度の３月１日のいずれか早い期日までに、「「新しい生活様式」対応技術・製品開

発支援補助金に係る補助事業実績報告書」（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

ただし、知事が必要と認めるときは、改めて提出期限を定めることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止した場合は、速やかに補助事業の遂行状況を記載

した書類を提出し、その後について知事の指示を受けなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事

業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１１条に基づく承認をした場合は、その承認

した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る額の確定通知書」（様式第９号）

により通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき額を確定した場合において、既に確定額を超える補助金

が交付されているときは、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずることとする。 

 

（補助金の支払い） 

第１７条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対

して精算払いを行うものとする。ただし、必要があると認められる場合に限り、補助金の一

部又は全部について概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の精算払い又は概算払いを受けようとするときは、「「新しい生活様

式」対応技術・製品開発支援補助金精算払（概算払）請求書」（様式第１０号）を知事に提出

しなければならない。 
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３ 概算払いは、原則として第１４条の規定に基づく遂行状況報告書に記載された支払済又は

支払額が確定している経費に係る補助金の支払いに限る。 

 

（交付決定の取消） 

第１８条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と

認められる行為を行ったとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付され

た条件に違反したとき。 

（４）補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

（５）交付申請の取り下げ若しくは補助事業を中止又は廃止したとき。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は、第１項に基づく交付決定の取り消しを行ったときは、「「新しい生活様式」対応技

術・製品開発支援補助金交付決定取り消し通知書」（様式第１１号）により補助事業者に速や

かに通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、当該取消に係る部分に対する補助金の交付を既に行っているときは、その補助金の

返還を命ずるものとする。 

２ 知事は前項に基づき補助金を返還させるときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知する。 

（１）返還すべき補助金の額 

（２）加算金及び延滞金に関する事項 

（３）返還期限 

 

（補助金の経理） 

第２０条 補助事業者は、本補助事業に係る経理の収支を明らかにするために、これに関する

帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し、補助期間が終了した
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日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第２１条 知事は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告

を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や

物件を検査できるものとする。 

 

（実施結果の事業化） 

第２２条 補助事業者は、補助事業の実施結果の事業化に努めなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業実施年度の翌年度から５年間、「「新しい生活様式」対応技術・製

品開発支援補助金事業化報告書」（様式第１２号）を毎会計年度終了後６月３０日までに知事

に提出しなければならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第２３条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加

した機械等（以下「財産」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補

助金交付の目的に沿って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加したと知事が認める財産を、ほか

の用途に使用、譲渡、交換、貸付、又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ「「新

しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る取得財産処分承認申請書」（様式第１３

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認を行った場合は、「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金

に係る取得財産処分承認通知書」（様式第１４号）により補助事業者に通知するものとする。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分したことにより、収入がある又は収入があると見

込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

５ 第２項の承認が必要な財産は、当該財産の取得価格又は増加価格が５０万円以上の財産で

あって、総務省所管補助金等交付規則（平成 12 年 12 月 27 日総理府・郵政省・自治省令第６

号）別表（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）に定める期間を経過してい

ないものとする。 
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（産業財産権等に関する届出） 

第２４条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は

意匠権等（以下「産業財産権等」という。）を補助事業実施中又は補助事業終了後５年以内に

出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡、若しくは実施権を設定した場合には、当該年

度終了後１４日以内に「「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る産業財産権

等届出書」（様式第１５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（成果の発表） 

第２５条 知事は、補助事業が完了したときは、補助事業者と協議の上、その成果を発表させ

ることができるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第２６条 補助事業者は、第９条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

を、知事の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

 (自署及び押印の省略) 

第２７条 次の各号に掲げる手続きについては、予め知事に報告している電子メールアドレス

から送信する場合は、当該様式への自署及び押印を省略することができる。 

（１）第１４条に定める遂行状況報告（様式第７号） 

（２）第１７条に定める精算払（概算払）請求（様式第１０号） 

（３）第２２条に定める事業化報告（様式第１２号） 

（４）第２４条に定める産業財産権等の取得（譲渡、実施権の設定）報告（様式第１５号） 

 

（その他） 

第２８条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年２月２２日から施行し、令和３年度までの補助金に適用する。 
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別表 （交付要綱第４条関係） 

 

【補助対象経費】 

 

経費の区分 例  示 備  考 

材料・消耗品費 

開発に伴う、試薬、工具、自らが製作

する試作機器の部材などの消耗品購入

に要する経費。 

 

外注費 

自社以外の機関・企業に対し、開発の

根幹に属しない加工・評価試験等を外

注する際の経費。 

 

直接人件費 
本事業に直接従事する者の開発業務に

係る時間に対応する人件費 

補助対象経費総額の５０％を

上限とする。 

外部講師受入費 
共同開発者以外の外部専門家・デザイ

ナー等による指導を仰ぐための謝金。 
 

旅費 

開発を進める上で必要な調査や出張の

ための経費（外部専門家等の招へい旅

費含む）。 

 

機械装置費 

開発を進める上で必要な１件１０万円

（税込み）以上かつ使用可能期間が１

年以上の物品の購入費。 

 

その他の経費 
開発を進めるために必要な上記以外の

経費で、知事が特に必要と認める経費 

・展示会出展経費 

・産業財産権等取得経費 等 

補助対象経費総額の２０％を

上限とする。 

 

※以下の経費は補助対象経費として認められない。 

・材料・消耗品費：販売のためとみなされる原材料や商品仕入れに係る経費。汎用性の高い

事務用品（文具、プリンター消耗品など）。 

・外部講師受入費：茶菓子代や飲食費、交際接待費。 

・旅費：グリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された料金。海外出張費。 

・機械装置費：汎用性の高い電子機器（事務用パソコン・プリンター・文書作成ソフトウェ

ア及びタブレット端末など）、量産のみを目的とする機械。 

・銀行振込以外の支払いを行ったもの（ただし、公設試験研究機関での依頼試験に係る経費

等で振込支払が困難なものを除く）。 

・消費税及び地方消費税に係る経費（旅費等の内税を含む） 

・振込手数料（先方負担とした場合も含む）及び代金引換に係る手数料 
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（様式第１号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る開発計画書 

 

「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとお

り  年度「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る開発計画書を提出します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

２ 補助事業の目的及び内容 別紙１及び別紙２のとおり。 

３ 補助事業に要する経費及び補助金交付希望額 

補助事業に要する経費           円 

補助対象経費            円 

補助金交付希望額            円 

４ 添付書類 

（１）開発概要説明書（別紙１）及び補足資料 
（２）経費内訳書（別紙２） 
（３）企業概要説明書（別紙３） 
（４）役員名簿（別紙４） 
（５）暴力団排除に係る誓約書（別紙５） 
（６）履歴事項全部証明書（法人の場合） 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書（個人番号不記載のもの）（個人の場合） 
（７）直近の決算書（損益計算書及び貸借対照表等）（法人の場合） 

直近の確定申告書の写し（個人の場合） 
（８）その他（                                ） 
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（様式第２号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付申請書 

 

「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のと

おり  年度「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 補助事業の目的及び内容 別紙１及び別紙２のとおり 

 

３ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

補助事業に要する経費           円 

補助対象経費            円 

補助金交付申請額            円 

 

４ 添付書類 

（１）開発概要説明書（別紙１）及び補足資料 
（２）経費内訳書（別紙２） 
（３）要綱第５条第２項の規定に該当することを証する書類（当該規定の適用を受ける場合） 



 

- 1
2
 - 

（別紙１）（様式第１号、第２号関係） 

 

【事業化計画】

（ 年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金 開発概要説明書）

【開発工程及び具体的内容】【背景・目的】

自社名

【概要】

【既存（類似）技術・製品との比較】

【社会にもたらす効果】

【開発する新技術・新製品】

・事業化予定時期：
・売上げ見込み：

テーマ名： (会社名)

【開発体制】 外部機関名１

事業費（補助対象）： 百万円 ／ 補助金希望額： 百万円
〔主な経費内訳〕① 費 百万円、② 費 百万円、③ 費 百万円

参考）本開発に付随する補助対象外経費： 百万円

外部機関名２

自社内で実施する開発内容：

従事人数： 名

利用する機器・技術：

実施する内容(根幹部分は不可)：

※上記内容の分担体制を記載
※外部機関の枠は加除可 従事人数： 名

活用する自社技術：

従事人数： 名

実施する内容(根幹部分は不可)：

利用する機器・技術：

【予算規模】
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（別紙２）（様式第１号、第２号関係） 

 

経 費 内 訳 書 （総 括 表） 

 

【予算内訳】 

（単位：円） 

経費の区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付申請額 

材料・消耗品費     

 

外注費     

直接人件費     

外部講師受入費     

旅費     

機械装置費     

その他の経費     

合  計 (A)  (B)  (C)  

 

【資金調達内訳】 

区  分 金 額（円） 資 金 調 達 先 

自己資金    

借入金    

県補助金 (C)   

その他    

合  計 (A)   

 

１． 補助事業に要する経費には消費税及び地方消費税を含めた額を記載すること。 

２． 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 

３． 応募申請時に、開発計画書(様式第１号)に添付する場合は、いずれの事業者も、補助金交付

申請額は補助対象経費の2分の1以内で、千円未満を切り捨てた金額を記入。 

４． 交付申請書(様式第２号)に添付する場合であって、要綱第５条第２項の規定(新型コロナウイ

ルス感染症に係る補助率・補助限度額の引き上げ措置)の適用を受けようとする場合は、補助金

交付申請額は補助対象経費の4分の3以内で、千円未満を切り捨てた金額を記入。 
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経 費 内 訳 書 （経 費 明 細） 
（単位：円） 

経費の区分 
種別 

（品名等） 
仕様 数量 単位 単価 

補助事業に 
要する経費 

（A） 

補助対象 
経費 
（B） 

補助金 
交付申請額 

（C） 

材料・消耗品費 

       

 
       

       

小  計       

外注費 

       

 
       

       

小  計       

直接人件費 

       

 
       

       

小  計       

外部講師受入費 

       

 
       

       

小  計       

旅費 

       

 
       

       

小  計       

機械装置費 

       

 
       

       

小  計       

その他の経費 

       

 
       

       

小  計       

合  計        

１． 補助事業に要する経費には消費税及び地方消費税を含めた額を記載すること。 
２． 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 
３． 応募申請時に、開発計画書(様式第１号)に添付する場合は、いずれの事業者も、補助金交付申請額は補助対象経費の

2分の1以内で、千円未満を切り捨てた金額を記入。 
４． 交付申請書(様式第２号)に添付する場合であって、要綱第５条第２項の規定(新型コロナウイルス感染症に係る補助

率・補助限度額の引き上げ措置)の適用を受けようとする場合は、補助金交付申請額は補助対象経費の4分の3以内で、
千円未満を切り捨てた金額を記入。 
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（別紙３）（様式第１号関係） 

企業概要説明書 

企 業 名 

・ 商 号 名 
 

業 種  

代表者役職  代表者氏名  

本社所在地 〒 

補助事業の主たる

実施場所 

（いずれかの□を選択） 

□ 本社（福岡県内） 

□ 本社と異なる福岡県内に有する以下の事業所 

    名称： 

    所在地：〒 

 

事務担当者 

連 絡 先 

役職・氏名  

電話番号  FAX番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

設立年月日 年  月  日 
資 本 金 

(法人のみ) 
         円 

決算期 

(法人のみ) 
 

従 業 員 数  名（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ    名） 

ＨＰ URL: 

事 業 内 容   

※1 補助金交付申請者（個人事業主も含む）の概要をご記入ください。 

※2 事業内容がわかるパンフレット・チラシ等を添付してください。 

※3 業種は、日本標準産業分類上の大分類及び小分類を記載してください。（例：E 製造業 253 一般産

業用機械・装置製造業） 

※4 従業員数は、「常時使用する従業員」を指し、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告

を必要とする者」の数としてください。 
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（別紙４）（様式第１号関係） 

役 員 名 簿 

（企業名・商号名           ） 

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性 別 生年月日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 （注）１ 役員全員を記載してください。 

２ 必要に応じて適宜、行を追加してください。 

３ 個人事業主の場合は、当該事業主について記載してください。 
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（別紙５）（様式第１号関係） 

暴力団排除に係る誓約書 

 

年  月  日 

 

福岡県知事 殿   

 

申請者の住所  

商号又は名称  

代表者役職・氏名            

（自署又は記名押印） 

 

 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金の申請に当たり、申請者及び申請者の全役員は下記

のことを誓約します。 

 この誓約の内容と事実が反することが判明した場合は、当該事実に関して福岡県が行う一切の措置に対

して異議の申立てを行いません。  

また、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金の交付決定後にこの誓約の内容と事実が反

することが判明し、交付決定の全部又は一部が取り消された場合には、福岡県に対し、当該補助金の全部

又は一部を返還します。 

なお、この誓約書の内容について、福岡県が福岡県警察本部に照会することを承諾します。 

 

記 

 

１ 申請者は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団ではありません。 

 

２ 申請者は、法第２条第６号に規定する暴力団員が役員等になっている団体ではありません。 

 

 

３ 申請者は、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等になっている団体ではありませ

ん。 

 

４ 申請者及び申請者の役員等は、次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体ではありま

せん。 

（１） 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

（２） 暴力団員が実質的に運営している団体 

（３） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体  

（４） 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している

団体 

（５） 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

 

５ 申請者が実施する事業(事業の準備を含む。）により暴力団を利することとならないようにするととも

に、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力します。 

  

６ 上記のほか、関係法令を遵守するとともに、暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保

及び福岡県における社会経済活動の健全な発展に寄与します。   
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（様式第３号） 

     第  号 

  年  月  日 

 

（申請者の商号又は名称） 

（代表者役職・氏名）  殿 

 

       福岡県知事 

（ 氏名 ）  印 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付で交付申請のあった補助事業については、「新しい生活様式」対応技

術・製品開発支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したの

で通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業の交付の対象となる事業及びその内容 

    年  月  日付で交付申請のあった、    年度「新しい生活様式」対応技

術・製品開発支援補助金交付申請書に記載のとおりとする。 

実施テーマ名：  

 

２ 交付決定額 

交付決定額は次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合の補助金の額につ

いては、別に通知するところによるものとする。 

補助金交付決定額：            円 

 

３ 経費の配分 

 補助金の経費の区分及び額は次のとおりとする。 

（単位：円） 

経費の区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付決定額 

材料・消耗品費   

 

外注費   

直接人件費   

外部講師受入費   

旅費   

機械装置費   

その他の経費   

合  計    

 

４ 補助事業者は、    年  月  日までに「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補

助金交付要綱第１４条に定める補助事業の遂行状況を知事に報告しなくてはならない。 

 

５ 補助事業者は、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱の定め及びこれに基

づく知事の指示・命令に従わなければならない。 
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（様式第４号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る 

補助事業の変更（中止・廃止）承認申請書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業の内容を下記の

とおり変更（中止・廃止）したいので、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱

第１１条の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

３ 変更の内容 （※（中止・廃止）の場合は不要） 

 別紙１（様式第４号関係）及び別紙２（様式第４号関係）のとおり 

４ 添付書類 

（１）別紙１（様式第４号関係）補助事業の変更内容 
（２）別紙２（様式第４号関係）経費内訳書（経費明細） 
（３）要綱第５条第２項の規定に該当することを証する書類（当該規定の適用を受ける場合） 
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別紙１（様式第４号関係） 

 

補助事業の変更内容 

 

１ 事業の内容 

変 更 す る 項 目 変   更   前 変   更   後 

   

 

 

２ 事業の経費 

（単位：円） 

経費等 

 

経費区分 

補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金申請額 

備 考 
変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

        

 

１． 補助事業に要する経費には消費税及び地方消費税を含めた額を記載すること。 

２． 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 

３． 補助金申請額は補助対象経費の 2 分の 1 以内(要綱第５条第２項の規定の適用を受ける場合

は 4分の 3以内)で、千円未満を切り捨てた金額を記入。 
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別紙２（様式第４号関係）   経 費 内 訳 書 （経 費 明 細） 

（単位：円） 

経費の区分 
種別 

（品名等） 
仕様 数量 単位 単価 

補助事業に 

要する経費 

（A） 

補助対象 

経費 

（B） 

補助金 

交付申請額 

（C） 

材料・消耗品費 

       

 
       

       

小  計       

外注費 

       

 
       

       

小  計       

直接人件費 

       

 
       

       

小  計       

外部講師受入費 

       

 
       

       

小  計       

旅費 

       

 
       

       

小  計       

機械装置費 

       

 
       

       

小  計       

その他の経費 

       

 
       

       

小  計       

合  計        

１． 補助事業に要する経費には消費税及び地方消費税を含めた額を記載すること。 

２． 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 

３． 補助金交付申請額は補助対象経費の 2 分の 1 以内(要綱第５条第２項の規定の適用を受ける場合は 4 分の 3 以内)

で、千円未満を切り捨てた金額を記入。
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（様式第５号） 

     第  号 

  年  月  日 

 

（申請者の商号又は名称） 

（代表者役職・氏名）  殿 

 

       福岡県知事 

（ 氏名 ）  印 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る 

補助事業の変更（中止・廃止）承認通知書 

 

    年  月  日付で変更（中止・廃止）承認申請のあった補助事業については、「新しい

生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり承認し

たので通知します。 

 

記 

 

１ 変更（中止・廃止）承認の対象となる事業及びその内容 

    年  月  日付で変更（中止・廃止）承認申請のあった、    年度「新しい生

活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助事業の変更（中止・廃止）承認申請書に記載

のとおりとする。 

実施テーマ名： 

 

２ 変更承認決定額（※変更の場合のみ） 

変更承認後の経費の配分は、次のとおりとする。 

（単位：円） 

経費の区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付決定額 

材料・消耗品費   

 

外注費   

直接人件費   

外部講師受入費   

旅費   

機械装置費   

その他の経費   

合  計    

 

３ 補助事業を（中止・廃止）した補助事業者は、既に交付された補助金があるときは、その返還

について、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱の定めるところに従わなけ

ればならない。 
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（様式第６号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助事業遅延等報告書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業について、「新し

い生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

記 

１ 事業の概要 

 

２ 補助事業の進捗状況 

 

３ 遅延（事故）の理由及び原因 

 

４ 遅延（事故）に係る金額 

 

５ 遅延（事故）に対してとった措置 

 

６ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

※遅延又は事故の理由を立証する書類を添付すること。 
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（様式第７号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助事業遂行状況報告書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業の遂行状況につ

いて、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 補助事業の遂行状況 

 別紙１の補助事業中間結果報告書のとおり 

 

３ 中間決算 

 別紙２の中間決算総表及び別紙３の支払明細書のとおり 

 

４ 取得物件 

 別紙４の取得物件一覧表のとおり 

 

※ 予め県に連絡先として報告している電子メールアドレスから送信する場合は、この様式への自

署及び押印を省略することができます。 
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（様式第８号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助事業実績報告書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業について、 

    年  月  日に完了したので、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付

要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 補助事業の遂行状況 

 別紙１の補助事業結果報告書のとおり 

 

３ 決算 

 別紙２の決算総表及び別紙３の支払明細書のとおり 

 

４ 取得物件 

 別紙４の取得物件一覧表のとおり 
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別紙１（様式第７号、第８号関係） 

 

補助事業（中間）結果報告書 

 

１．実施テーマ名 

 

 

２．申請者 

 

 

３．事業実施期間 

    年  月  日～    年  月  日 

 

４．（進捗・実施）状況 

 

 

５． 経費の支出状況 

補助事業に要する経費            円 

支払済（支払確定）額            円 

うち、補助対象経費            円 

補助金充当額            円 

 

６． 事業化計画 （※実績報告の場合のみ） 
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別紙２（様式第７号、第８号関係）  

 

（中 間）決 算 総 表 

（単位：円） 

経費の区分 

予 算 額 （中 間）決 算 額 

備  考 補助事業に 

要する経費 

支払済 

(支払確定)額 
補助対象経費 補助金充当額 

材料・消耗品費    

 

 

外注費     

直接人件費     

外部講師受入費     

旅費     

機械装置費     

その他の経費     

合 計      

 

１．予算額は、交付決定通知書（様式第３号）又は直近の変更承認通知書（様式第５

号）と一致すること。 

２．決算額は、「別紙３（様式第７号、第８号関係）支払明細書」の小計又は合計と一致すること。 
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別紙３（様式第７号、第８号関係） 

支 払 明 細 書 

（単位：円） 

経費の区分 書類番号 
内  容 

（品目等） 

支払済 

(支払確定)額 
補助対象経費 補助金充当額 入手日 

支払 

（予定）日 
支 払 先 備  考 

材料・消耗品費 

         

        

小  計       

外注費 

         

        

小  計       

直接人件費 

         

        

小  計       

外部講師受入費 

         

        

小  計       

旅費 

         

        

小  計       

機械装置費 

         

        

小  計       

その他の経費 

         

        

小  計       

合  計        

１．支払済、支払確定分のみ記載すること。 

２．書類番号に対応する、支出証拠書類（領収書、振込書等）の写しを添付すること。 

３．補助対象経費、補助金充当額は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。 

４．補助金充当額は補助対象経費の2分の1以内(要綱第５条第２項の規定の適用を受けた場合は4分の3以内)で千円未満を切り捨てた金額を記入。 
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別紙４（様式第７号、第８号関係） 

 

取 得 物 件 一 覧 表 

 

製品名 
様式 

又は型式等 

取得年月日 耐用年数 

（処分制限期間） 

取得金額 

（税抜） 
設置場所 備  考 

検収年月日 
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（様式第９号） 

     第  号 

  年  月  日 

 

（申請者の商号又は名称） 

（代表者役職・氏名）  殿 

 

       福岡県知事 

（ 氏名 ）  印 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る額の確定通知書 

 

    年  月  日付で交付決定を通知した補助事業については、    年  月  日

付で提出のあった、    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る補助

事業実績報告書を審査した結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

められるので、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、

交付すべき補助金の額を、下記のとおり確定します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 補助金確定額 

補助事業に要した経費    円 

うち、補助対象経費    円 

 

補助金確定額     円 
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（様式第１０号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金 

精算払（概算払）請求書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業について、「新し

い生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１７条の規定に基づき、下記のとおり請求

します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

２ 請求額 

金           円也 

 内訳： 

交付決定額           円（確定額：         円） 

概算払受領済額           円 

今回請求額           円 

残額            円 

 

３ 支払明細書 別紙のとおり（※ すでに提出した遂行状況報告書又は実績報告書に添付の「別

紙３（様式第７号、第８号関係）支払明細書」を添付） 

 

※ 予め県に連絡先として報告している電子メールアドレスから送信する場合は、この様式への自
署及び押印を省略することができます。 
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（様式第１１号） 

     第  号 

  年  月  日 

 

（申請者の商号又は名称） 

（代表者役職・氏名）  殿 

 

       福岡県知事 

（ 氏名 ）  印 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付決定取り消し通知書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定を通知した補助事業については、「新し

い生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第１８条の規定に基づき、下記のとおり交付

決定を取り消したので通知します。 

なお、交付決定の取り消しに伴い、補助金の返還等が生じる場合は、別途通知する内容に従って

ください。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 交付決定を取り消した理由 

 

 

３ 返還が生じる補助金の既支払額 
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（様式第１２号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金事業化報告書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業について、「新し

い生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第２２条の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１ 実施年度及び実施テーマ名 

 

 

２ 事業終了後の製品化状況及び売上状況 

 事業の進捗状況： 

 

 

 

 追加費用・売上等の状況：     年度分 

 追加的自己負担費用：  円 

 補助事業に係る売上額：  円 

 上記に係る収益額：  円  

 

※ 追加的自己負担費用は、補助事業完了後に、引き続き事業化のために開発等に要し

た自己負担による経費（収益額を算出する際に計上する費用を除く。）があれば記載

すること。 

※ 収益額は、補助事業により開発した製品に係る営業利益を記入し、売上額から収益

額を算出した計算書を添付すること。 

※ 当該年度直近の財務諸表（決算書）の写しを添付すること。 

※ 補助事業実施年度の翌年度（１年目）の収益に係る本報告書提出の際は、補助事業

実施年度分の収益の状況についても併せて報告すること。 

３ 今後の見通し 

 

 

 

 

 

※ 予め県に連絡先として報告している電子メールアドレスから送信する場合は、この様式への自

署及び押印を省略することができます。 
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（様式第１３号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る取得財産処分承認申請書 

 

    年  月  日付    第  号で交付決定通知があった補助事業について、下記の

とおり取得財産を処分したいので、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第２

３条の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 処分の理由 

 

 

３ 処分する財産の一覧 

財産の名称 取得価格（税抜） 取得年月日 処分(予定)

年月日 

処分の 

方法 

処分による収入 

（見込み） 

      

合計      
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（様式第１４号） 

     第  号 

  年  月  日 

 

（申請者の商号又は名称） 

（代表者役職・氏名）  殿 

 

       福岡県知事 

（ 氏名 ）  印 

 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る取得財産処分承認通知書 

 

    年  月  日付で承認申請のあった取得財産等の処分については、「新しい生活様式」

対応技術・製品開発支援補助金交付要綱第２３条の規定に基づき、下記のとおり承認したので通知

します。 

なお、取得財産等の処分に伴い、収入に相当する額の全部又は一部について県に納付が生じる場

合は、別途通知する内容に従ってください。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

 

２ 取得財産等の処分の内容 

    年  月  日付で承認申請のあった、    年度 「新しい生活様式」対応技

術・製品開発支援補助金に係る取得財産等処分承認申請書に記載のとおりとする。 

 

 

３ 納付が生じる額 
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（様式第１５号） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 

（ 氏名 ）  殿 

 

     申請者の住所 

     商号又は名称 

     代表者役職・氏名    

（自署又は記名押印） 

    年度 「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金に係る産業財産権等届出書 

 

    年  月  日付     第  号で交付決定通知があった補助事業について、下記

のとおり産業財産権等の取得等をしたので、「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金交付

要綱第２４条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施テーマ名 

 

２ 届出理由     （※出願・取得・譲渡・実施権の設定のいずれか） 

 

２ 産業財産権等の種類、名称、出願・取得番号 

 

 

３ 産業財産権等の内容 

 

 

４ 相手先及び条件 （※譲渡又は実施権設定の場合に記入） 

 

 

※ 予め県に連絡先として報告している電子メールアドレスから送信する場合は、この様式への自

署及び押印を省略することができます。 


